
分類 項番 提案を求める事項 採点基準
１．業務
実績

⑴

【病院建設に係る基本構想・基本計画策定業務の実績】
　
　平成17年4月1日以降の基本構想・基本計画の受託実績（独立行政
法人国立病院機構、国立大学法人若しくは地方公共団体（地方独立
行政法人を含む。）が設置する病院又はその他の公的病院に限
る。）について次の項目を記載すること。
①発注者
②基本構想・基本計画の別
③病院名
④病床数
⑤契約期間
　　　　　　　　　　　　　　　　              　[様式５]

・病院建設の基本構想・基本計画策定業務の受託実績を評
価。

26

⑴

【業務遂行体制】
　
　次の項目について記載すること。
①組織体制
②応援体制
③従事者名簿（資格、役割分担、専任・兼任の別、従事日数を含
む。）

　　　　　　　　　　      　　　[様式６－１～様式６－２]

・複数の担当者の配置により、効率的で迅速な業務が行え
る執行体制となっているか。
　また、繁忙期に必要な支援が得られる応援体制となって
いるかを評価。

22

⑵

【業務責任者】

　次の項目について記載すること。
①氏名
②所属・役職
③病院建設に係る計画策定の経験年数
④業務に関連する専門資格
⑤病院の基本構想・基本計画策定業務の従事経験（独立行政法人国
立病院機構、国立大学法人若しくは地方公共団体（地方独立行政法
人を含む。）が設置する病院又はその他の公的病院に限る。）につ
いて次の項目を記載すること。
　ア 発注者
　イ 業務名
　ウ 病床数
　エ 期間
　オ 当該業務における役割
　カ 高度急性期病院が関わる高齢者の在宅生活を支える医療の提
供（地域包括ケア、回復期リハ等）に係る計画づくりへの従事経験
の有無

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     [様式６－３]

・業務責任者の従事経験、専門資格を評価。

32

⑶

【業務従事者】

　各業務従事者毎に、次の項目について記載すること。
①本業務における役割
②氏名
③所属・役職
④病院建設に係る計画策定の経験年数
⑤業務に関連する専門資格
⑥病院の基本構想・基本計画策定業務の従事経験（独立行政法人国
立病院機構、国立大学法人若しくは地方公共団体（地方独立行政法
人を含む。）が設置する病院又はその他の公的病院に限る。）につ
いて次の項目を記載すること。
　ア 発注者
　イ 業務名
　ウ 病床数
　エ 期間
　オ 当該業務における役割
 カ 高度急性期病院が関わる高齢者の在宅生活を支える医療の提供
（地域包括ケア、回復期リハ等）に係る計画づくりへの従事経験の
有無

　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　[様式６－４]

・業務従事者の従事経験、専門資格を評価。

38

⑷

【業務実施スケジュールと本機構との協議体制等】

　次の項目について記載すること。
①業務実施スケジュール
②定例の打ち合わせの内容・開催時期・回数
③定例の打ち合わせの配置人員
④臨時的な打ち合わせが必要な場合の対応

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　[様式６－５]

・各段階の業務実施スケジュールが記載されているか。ま
た、本機構との適切な協議体制となっているかを評価。

22

⑴

【設問－⑴ 基本計画　①全体計画】
　
ア「全体計画」のとりまとめにあたり、どのような点に留意し、ど
のような手順・方法で、病院関係者のニーズを引き出し、把握する
のか具体的に提案すること。

イ「病床数」の決定にかかる考え方を具体的に提案すること。

ウ「基本仕様書に記載されている事項以外で、「全体計画」として
とりまとめておくべき項目があれば提案すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　[様式７－１]

ア とりまとめの留意点、病院関係者のニーズを把握する
手順・方法が具体的に提案されているかを評価。

イ 病床数の決定の考え方が具体的であるかを評価。

ウ 基本仕様書に記載されている事項以外で、有益な提案
がされているかを評価。

17

⑵

【設問－⑴ 基本計画　②部門別計画】
　
ア 今後の医療動向や安佐市民病院を取り巻く医療環境を踏まえ、
「部門別計画」の策定方針を提案すること。

イ 医療機器の更新や医療の高度化への対応についての考え方、病
院建設における動線の考え方について提案すること。

ウ「部門別計画」のとりまとめにあたり、どのような点に留意し、
どのような手順・方法で、病院関係者のニーズを引き出し、把握す
るのか具体的に提案すること。

エ基本仕様書に記載されている事項以外で、「部門別計画」として
とりまとめておくべき項目があれば提案すること。

                                          [様式７－２]

ア 部門別計画の策定方針が具体的に提案されているかを
評価。
 
イ 医療機器の更新や医療の高度化への対応についての考
え方、病院建設における動線の考え方が具体的に提案がさ
れているかを評価。

ウ とりまとめの留意点、病院関係者のニーズを把握する
手順・方法が具体的に提案がされているかを評価。

エ 基本仕様書に記載されている事項以外で、有益な提案
がされているかを評価。

29
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分類 項番 提案を求める事項 採点基準 配点

⑶

【設問－⑴ 基本計画　③施設整備計画】
　
ア「施設整備計画」全体のとりまとめに当たっては、どのような視
点・観点が必要か具体的に提案すること。

イ「配置計画」・「階層計画」のとりまとめにあたり、どのような
点に留意し、どのような手順・方法で、病院関係者のニーズを引き
出し、把握するのか具体的に提案すること。

ウ 基本仕様書に記載されている事項以外で、「施設整備計画」と
してとりまとめておくべき項目があれば提案すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　[様式７－３]

ア「施設整備計画」のとりまとめにあたり、どのような視
点・観点が必要かについて具体的に提案されているかを評
価。

イ とりまとめの留意点、病院関係者のニーズを把握する
手順・方法が具体的に提案されているかを評価。

ウ 基本仕様書に記載されている事項以外で、有益な提案
がされているかを評価。

17

⑷

【設問－⑴ 基本計画　④事業計画】
　
ア 整備手法の決定にあたり、どのような視点・観点が必要か具体
的に提案すること。

イ 開院後の概算収支計画策定にあたり、留意すべき事項について
具体的に提案すること。

ウ 基本仕様書に記載されている事項以外で、「事業計画」として
とりまとめておくべき項目があれば提案すること。

　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　[様式７－４]

ア 整備手法の決定にあたり、どのような視点・観点が必
要か具体的に提案されているかを評価。

イ 概算収支計画策定にあたり、留意すべき事項が具体的
に提案されているかを評価。

ウ 基本仕様書に記載されている事項以外で、有益な提案
がされているかを評価。

17

⑸

【設問－⑴ 基本計画　⑤基本仕様書記載項目以外の提案】

　これまでの病院建設に係る基本計画策定業務を受注した経験か
ら、今回の策定に当たって、留意すべき事項があれば、具体的に提
案すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　[様式７－５]

・計画策定にあたり有益な留意事項が具体的に提案されて
いるかを評価。 20

⑹

【設問－⑵ 現状での課題の把握】

　安佐市民病院の現状や病院を取り巻く医療環境を踏まえ、どのよ
うな課題があるか具体的に記載すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　[様式７－６]

・状況を的確に把握し、課題が具体的に記載されているか
を評価。 25

⑺

【設問－⑶ 災害に強い病院づくり】

　安佐市民病院が目指す、「災害に強い病院づくり」にあたり、必
要な施設整備について、実効性のある提案をすること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　[様式７－７]

・実効性のある提案がされているかを評価。
25

⑻

【設問－⑷ 建設コストの抑制】

　新病院の建設にあたり、建設コストの抑制方法について、実効性
のある提案をすること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　[様式７－８]

・実効性のある提案がされているかを評価。

25

⑼

【設問－⑸ ライフサイクルコストの縮減】

　建設コストだけでなく、運用コストも合わせたライフサイクルコ
ストの縮減方法について、実効性のある提案をすること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　[様式７－９]

・実効性のある提案がされているかを評価。
25

４．支援
業務の内
容

⑴

【支援業務の内容】

　「広島市立病院機構が行う、現安佐市民病院の北館を活用した病
院の医療機能等の検討」への支援について、どのような支援が可能
か提案すること。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 　 [様式８]

・有効な支援策が提案がされているかを評価。

20

５．見積
価格の妥
当性

⑴

【本業務に係る見積書】

　最も安価な見積金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）を
提示した提案者の見積金額を基準とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　   　　[様式９]

・最低提案価格を満点とし、最低価格以外の価格について
は、提案額の比率で得点を配分する。
なお、「委託経費の提案見積上限額」を超える場合は、提
案を無効とする。
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